
参考資料３：
都市公園の諸制度について

春吉橋賑わい空間活用方策に関する

サウンディング型市場調査
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諸制度 都市公園法の
設置管理許可

都市公園法の公募設置管理制度
（Park-PFI制度） 指定管理者制度

概要
• 都市公園法第５条により、公園管理者以外の
者が都市公園に公園施設を設け、又は管理す
ることについて、公園管理者が与える許可

• 都市公園法第５条の２により、飲食・売店等
の公募対象公園施設の設置と、当該施設から
生じる収益を活用してその周辺の園路、広場
等（特定公園施設）の整備等を一体的に行
う者を公募・選定する制度

• 公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、
経費の節減等のみならず住民サービスの向上を
目的として、法人その他の団体で、公共が指定
する団体（指定管理者）に公の施設の管理
を行わせる制度

事業期間 最長10年 最長20年 原則５年
（福岡市指定管理者ガイドラインより）

設置可能な
物件等

• 都市公園法第２条に規定される公園施設（植
栽等の修景施設、休憩所等の休養施設、売店・
飲食店等の便益施設 等）

• 公募対象公園施設：公園施設のうち、休養施
設、便益施設等で、当該施設から生じる収益を
特定公園施設の建設に充てることができるもの

• 行政財産の目的外使用許可による自動販売機
等

• 指定管理者の業務としては、公の施設の管理運
営や自主事業が基本となる

事業実施の
条件等

• 営利行為を伴う許可にあたっては、都市公園の本
来の使命に影響を及ぼさないこと 等

• 公募対象公園施設から得られる収益を特定公園
施設の建設に充てること 等

• 公の施設の設置目的を踏まえ、市民の正当かつ
公平な利用を確保すること 等

その他の特徴・
留意点など

• 通常建蔽率 ２％
• 建蔽率の特例（休養施設等について、10％を
参酌して条例で定める範囲を限度として上乗せ
可能）

• なお、都市公園全体の管理を民間等に包括的に
委任する場合は、指定管理者制度の適用が必
要

• 通常建蔽率 ２％
• 建蔽率の特例（休養施設等に加えて便益施設
等について、10％を参酌して条例で定める範囲を
限度として上乗せ可能）

• 占用物件の特例（自転車駐車場、地域の催事
に関する看板・広告等の設置可能）

• なお、都市公園全体の管理を民間等に包括的に
委任する場合は、指定管理者制度の適用が必
要

• 指定管理者の業務として、使用許可、使用料の
徴収・減免、利用の制限等が可能（ただし使用
料の強制徴収、行政財産の目的外使用許可等
は指定管理者に行わせることはできない）

活用事例

• 福岡市水上公園（Ｐ３参照）
• 福岡県営大濠公園（飲食施設、貸ボート）
• 東京都豊島区南池袋公園（カフェレストラン）
など

• 福岡県営天神中央公園西中洲エリア（Ｐ４参
照）

• 国営海の中道海浜公園（滞在施設、飲食施設
等）※令和３年春開業予定

• 名古屋市久屋大通公園（飲食施設、屋内運
動施設等） など

• 福岡市舞鶴公園（Ｐ５参照）
• 北九州市勝山公園
• 大阪城公園 など
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※出典：都市公園の質の向上に向けたPark-PFI活用ガイドライン（国土交通省都市局）
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• ２階建て休養施設（飲食店２店舗）
• イベントスペース（休養施設屋根上部分）※施
設利用者以外も利用可能

【福岡市「水上公園」】水辺の公園区域に飲食店（店舗）を、都市公園法第５条の設置管理許可により整備した事例。
●博多どんたくの会場や博多祇園山笠の観覧場としても活用され、福岡市の賑わい創出にも寄与。
●その他、ナイトパークヨガなど民間事業者の創意工夫による賑わい創出。

【事業概要】

• 公園の計画から整備・管理運営までを一貫して民
間活力を導入しながら水上公園の再整備を実施。
平成28年7月供用開始

【導入機能・施設】

【空間利活用方策】

• 博多祇園山笠の会場、音楽イベント等

ナイトパークヨガ

出典：福岡市水上公園HP(http://suijo-park.jp)

クリスマスイベント

水上公園全景

住所：福岡市中央区西中洲13
区域：公園
面積：約1,236㎡

【事業の枠組み】

設置管理
許可 イベント

計画書
（提出）

※１：公設民営の公園部分の整備は福岡市が実施
※２：公園全体のトータルデザイン及び民設民営の休養施設の整備・運営、

公設民営の公園部分の管理運営を実施

【管理運営主体】※２
水上公園整備・管理運営コンソーシアム
（西日本鉄道㈱、㈱エスティ環境設計
研究所、㈱西鉄グリーン土木）

許可

民設民営の休養施設
（設置管理許可）

公設民営の公園部分
（管理許可）

利活用事業者以外の者のイベント利用

福岡市※１

調整

イベント
計画書
（提出）

許可

《公募方式》

設置・管理運営
計画（提出）
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※出典：都市公園法改正のポイント（国土交通省都市局）

【参考事例】

• 福岡県営天神中央公園西中洲エリア

【事業概要】
• 天神中央公園西中洲エリアについて、公
募設置管理制度（Park-PFI）を活用し、
カフェやレストラン等の便益施設（公募
対象公園施設）を整備するとともに、公
園利用者のための休養施設（特定公園施
設）を整備

• 令和元年８月供用開始

【導入機能・施設】

• 公募対象公園施設：飲食機能を有した便
益施設×２施設

• 特定公園施設：休養施設と公衆用トイレ

福岡県

【管理運営主体】
福岡県営天神中央公園西中洲エリア

再整備共同事業体
（西日本鉄道㈱、㈱yHa architects、
㈱松本組、西鉄ビルマネージメント㈱、

㈱日比谷花壇）

計画認定、
設置許可※

公募設置等計画
（提出）

【事業の枠組み】

※公募対象公園施設は設置許可
特定公園施設は寄附による県への引渡し
（事業者での整備・改修）出典：福岡県

住所：福岡市中央区西中洲
公園種別：近隣公園
面積：約8,380㎡（福博であい橋を除く）

出典：事務局撮影 出典：事務局撮影
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【福岡市「舞鶴公園」】
●福岡城址に整備された都市公園。昭和23年開園。福岡城址と鴻臚館跡という二つの国史跡を有するとともに、隣接する大濠公園と都心に広大な緑地
を形成。

●平成18年度より、指定管理者制度を採用。

• 福岡城さくらまつり
約1,000本のさくらと城壁のライト
アップ等を行い、福岡城・鴻臚館を
観光資源としてPRするイベント。

• FUKUOKA MACHI CAMP PARTY
テント張ができるキャンプ＆フェス
イベント 等

【事業概要】
• 「公益財団法人福岡市緑のまちづく
り協会」が、指定管理者制度により、
公園・有料公園施設の維持管理、利
用承認、行為許可、有料公園施設等
の使用料の徴収等を行っている。

【イベント概要】

【管理運営体制】

写真提供：福岡市

福岡市

【指定管理者】
公益財団法人

福岡市緑のまちづくり協会

指定管理者として
指定

モニタ
リング

事業
報告

出典：福岡市 セントラルパーク基本計画関連資料
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